
(公印省略）

情個審第2494号

令和3年10月21日

林弘法律事務所

山中理司様

情報公開・個人情報保護審査会

答申書の写しの送付について

下記の事件については，令和3年10月21日に答申をしたので，情報公

開・個人情報保護審査会設置法第16条の規定に基づき，答申書の写しを送付

します。

記

諮問番号：令和3年（行情）諮問第138号

事件名：令和元年の御即位恩赦に際して公職選挙法違反及び性犯罪の恩赦

は一律に認めないことを決定した際の文書の不開示決定（不存

在）に関する件



(公印省略）

情個審第249 3号

令和3年10月21日

法務大臣殿

情報公開・個人情報保護審査会

答申書の交付について

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条第1項の規定に基づく

下記の諮問について，別添のとおり，答申書を交付します（令和3年度（行

情）答申第323号） 。

記

諮問番号：令和3年（行情）諮問第138号

事件名：令和元年の御即位恩赦に際して公職選挙法違反及び性犯罪の恩赦

は一律に認めないことを決定した際の文書の不開示決定（不存

在）に関する件



諮問庁：法務大臣

諮問日：令和3年4月7日 （令和3年（行情）諮問第138号）

答申日：令和3年10月21日 （令和3年度（行情）答申第323号）

事件名：令和元年の御即位恩赦に際して公職選挙法違反及び性犯罪の恩赦は一

律に認めないことを決定した際の文書の不開示決定（不存在）に関

する件

答申
聿
日

第1 審査会の結論

「令和元年の御即位恩赦に際して，公職選挙法違反及び性犯罪の恩赦は

一律に認めないことを決定した際の文書」 （以下「本件対象文書」とい

う。 ）につき， これを保有していないとして不開示とした決定は，妥当で

ある。

第2審査請求人の主張の要旨

1 審査請求の趣旨

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。 ） 3

条の規定に基づく開示請求に対し，令和3年2月18日付け法務省保総第

38号により法務大臣（以下「法務大臣」 ， 「処分庁」又は「諮問庁」と

いう。 ）が行った不開示決定（以下「原処分」という。 ）を取り消すとの

決定を求める。

2審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書による

と，おおむね以下のとおりである。なお，添付資料は省略する。

（1）審査請求書

①即位の礼に当たり行う特別恩赦基準の運用について（令和元年10

月22日付の法務省刑事局長，矯正局長及び保護局長の依命通達） ，

及び②即位の礼に当たり行う特別恩赦基準に関する解説の送付につい

て（令和元年10月22日付の法務省保護局総務課長の通知）からす

れば，公職選挙法違反及び性犯罪の恩赦が認められるかどうかはケー

スバイケースとなるはずであるにもかかわらず， これらの恩赦が一切

認められなかったことからすれば，本件対象文書は存在するといえる。

（2）意見書

平成時代の特別基準恩赦の主たる対象は公職選挙法違反であった（資

料1） ことからすれば， 中更審（中央更生保護審査会を指す。以下同

じ° ）が恩赦上申事件ごとに個別に恩赦が相当かどうかを議決した場

合，公職選挙法違反の恩赦が一律に否定されることなどありえない。
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そのため，本件対象文書は存在するといえる。

第3諮問庁の説明の要旨

1 本件経緯

（1）審査請求人は，法4条1項の規定に基づき，令和2年12月21日付

け（同月23日受領）行政文書開示請求書により，処分庁に対し，本件

対象文書の開示請求（以下「本件開示請求」という。 ）を行った。

（2）処分庁は，令和2年12月25日付け「行政文書開示請求について

（意思確認） 」により，本件対象文書について，法務省本省では趣旨に

該当する行政文書を保有していない旨を審査請求人に教示し， このまま

本件開示請求が維持された場合，行政文書不存在による不開示決定がな

されるものと思われることを情報提供した上で，同請求を維持するか回

答を求めた。

（3）審査諮求人は，令和3年1月5日付け「ご連絡」と題する文書により，

本件開示請求を維持する旨の回答があった。

（4）本件開示請求に対し，処分庁は，令和3年2月18日付け法務省保総

第38号行政文書不開示決定通知書により本件対象文書を保有していな

いとして不開示決定（原処分）を行った。

（5）本件は，原処分を取り消すとの裁決を求める旨の審査請求（以下「本

件審査請求」という。 ）がなされたものである。

2審査請求人の主張

上記第2の2 （1）のとおり。

3 原処分の妥当性について

中更審は，令和元年の即位の礼に当たり行われた特別基準恩赦を含めた

個別恩赦の審理に当たっては，独立， 中立の立場から，法令に基づき，恩

赦上申事件ごとに，審査対象者の性格，行状，違法行為をするおそれ，社

会の感情その他の事項について調査，検討を行った上で，恩赦が相当か否

かを議決し，恩赦相当と議決したときは法務大臣に対して恩赦の実施を申

し出ている。

そのため，法務省本省が，上記特別基準恩赦につき，中更審の議事や議

決の方向性を定める内容である本件対象文書を作成，取得，保有する必要

性はなく，それらをしていない。

4結論

以上のとおり,本件対象文書につき， これを保有しないとして不開示決

定をした原処分は妥当であり，本件審査請求には理由がないことから，行

政不服審査法45条2項により，本件審査請求を棄却することが妥当であ

る。

第4調査審議の経過

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。
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①令和3年4月7日 諮問の受理

②同日 諮問庁から理由説明書を収受

③同年5月10日 審査請求人から意見書及び資料を収受

④同年9月10日 審議

⑤同年10月15日 審議

5審査会の判断の理由

1 本件開示請求について

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

これを作成又は取得しておらず，保有していないとして不開示とする原処

分を行った。

これに対し，審査請求人は，原処分の取消しを求めているが，諮問庁は，

原処分は妥当であるとしていることから，以下，本件対象文書の保有の有

無について検討する。

2 本件対象文書の保有の有無について

（1）諮問庁の説明の要旨等

第

ア上記第3の3のとおり。

イ審査請求人は，審査請求書（上記第2の2 （1） ）において，同掲

記の依命通達及び通知からすれば，公職選挙法違反及び性犯罪の恩赦

が認められるかどうかはケースバイケースとなるはずであるにもかか

わらず， これらの恩赦が一切認められなかったことからすれば，本件

対象文書は存在するといえる旨主張し， また，意見書（上記第2の2

（2） ）において，平成時代の特別基準恩赦の主たる対象は公職選挙

法違反であったことからすれば， 中更審が恩赦上申事件ごとに個別に

恩赦が相当かどうかを議決した場合，公職選挙法違反の恩赦が一律に

否定されることなどありえず，本件対象文書は存在するといえる旨主

張する。

ウ上記イの審査請求人の主張を踏まえ，本件対象文書の保有の有無等

について， 当審査会事務局職員をして諮問庁に更に確認させたところ，

諮問庁は，おおむね以下のとおり補足して説明する。

（ア）理由説明書（上記第3の3）記載のとおり， 中更審は，個別恩赦

の審理に当たっては，独立， 中立の立場から，関係法令に基づき，

恩赦上申事件ごとに，審査対象者の性格，行状，違法行為をするお

それ，社会の感情その他の事項について調査，検討を行った上で，

恩赦が相当か否かを議決しており，令和元年の即位の礼に当たり行

われた特別基準恩赦（以下「本件特別基準恩赦」という。 ）におい

て，公職選挙法を含む選挙事犯や性犯罪といった罪種について恩赦

が認められなかったことは，飽くまで恩赦上申事件ごとに出された

議決の総体的な結果であり，本件対象文書が存在する根拠にはなら
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ない。

（イ）本件特別基準恩赦及び平成の期間に行われた3回の特別基準恩赦

は， いずれも上記（ア）のとおりう独立，中立の立場から，関係法

令に基づき，恩赦上申事件ごとに，審査対象者の性格，行状，違法

行為をするおそれ，社会の感情その他の事項について調査，検討を

行った上で，恩赦が相当か否かを議決しているものであり，両者の

恩赦では，恩赦の種類，刑事事件数，社会情勢等が異なっており，

後者の恩赦において公職選挙法違反者に対する恩赦が行われたこと

は，本件対象文書が存在する根拠にはならない。

）検討

ア当審査会において，諮問庁から提示を受けた上記（1）掲記の依命

通達及び通知（いずれも写し）を確認したところによれば，上記

（1）ウの諮問庁の説明に，特段不自然，不合理な点は認められない。

イ更生保護法恩赦法等によれば， 中更審は，本件特別基準恩赦を含

めた個別恩赦の審理に当たっては，独立， 中立の立場から，関係法令

に基づき，恩赦上申事件ごとに，審査対象者の性格，行状，違法行為

をするおそれ社会の感情その他の事項について調査，検討を行った

上で，恩赦が相当か否かを議決し，恩赦相当と議決したときは法務大

臣に対して恩赦の実施を申し出ており，そのため，法務省本省が，本

件特別基準恩赦につき， 中更審の議事や議決の方向性を定める内容で

ある本件対象文書を作成，取得，保有する必要性はなく，それらをし

ていない旨の上記第3の3の諮問庁の説明には，不自然，不合理な点

があるとまでは認められず，審査請求人において，処分庁が本件対象

文書を保有していることを具体的に根拠付ける主張もないことからす

ると，上記諮問庁の説明は，否定することまではできない。

ウ以上によれば，法務省において本件対象文書を保有しているとは認

められない。

本件不開示決定の妥当性について

以上のことから，本件対象文書につき， これを保有していないとして不

示とした決定については，法務省において本件対象文書を保有している

(2）
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開示とした決定については，法務省にお（

とは認められず，妥当であると判断した。

(第1部会）

委員小泉博嗣，委員池田陽子，委員 木村琢麿
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